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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成29年６月16日に提出いたしました第92期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これらを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

であります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　設備の状況

第４　提出会社の状況

３　配当政策

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

EDINET提出書類

三谷産業株式会社(E02692)

訂正有価証券報告書

2/5



第一部【企業情報】

第３【設備の状況】
　　（訂正前）

（前略）

３【設備の新設、除去等の計画】

（後略）

 

　　（訂正後）

（前略）

３【設備の新設、除却等の計画】

（後略）

 

第４【提出会社の状況】

３【配当政策】

　　（訂正前）

（前略）

　当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、１株当たり１円増配の４

円とさせていただきました。すでに、平成28年12月２日に実施済みの中間配当金１株当たり３円とあわせまして、年

間配当金は１株当たり７円となります。

（後略）

 

　　（訂正後）

（前略）

　当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、１株当たり１円増配の４

円とさせていただきました。すでに、平成28年12月２日に実施済みの中間配当金１株当たり３円とあわせまして、年

間配当金は１株当たり７円となります。

　内部留保資金につきましては、将来の事業拡大に伴う運転資金、既存事業の拡大および新規事業の開発に伴う投資

資金として、有効に活用していきたいと考えております。

（後略）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　（訂正前）

①企業統治の体制

 

（中略）

 

⑧剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取

締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。

 

⑨取締役および監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者も含む。）お

よび監査役（監査役であった者も含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除す

ることができる旨定款に定めております。

 

（後略）
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　　（訂正後）

①企業統治の体制

 

（中略）

 

⑧剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取

締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。

　また、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって９月30日を基準日として中間配当するこ

とができる旨についても定款で定めております。

 

⑨取締役および監査役の責任免除

　当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任

務を怠ったことによる取締役（取締役であった者も含む。）および監査役（監査役であった者も含む。）の損害賠

償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。

 

（後略）
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